
第１編共通編第１章総則関係 第１編共通編第１章総則関係
条　1-1-4　施工計画書 条　1-1-4　施工計画書
追－１

　　「担当技術者」の現場配置を行う場合は、下記記載例のとおり施工計画書に記
載するものとする。

●担当技術者とは、主任（監理）技術者でない技術者であり、従事した工事におけ
る工種、工法・型式（コリンズ登録体系によるもの）の工程の全期間において、主任
（監理）技術者の指導監督の下で、施工管理（写真管理、品質管理、出来形管
理、工程管理のいずれか）を担当する者とし、受注者と直接的かつ恒常的な雇用
関係にある者とする。
●県工事における担当技術者のコリンズ登録にあたっては、施工計画書（又は変
更施工計画書）の計画工程表及び現場組織表に「担当技術者名」、担当する「工
種、工法・型式」（コリンズ登録体系による）、「職務内容」、「従事期間」を明確に記
述し、工事完了時に監督員がその記述どおり当該工事に従事したことを確認した
者に限り承認する。

新旧対照表

○「島根県公共工事共通仕様書　特記事項（平成２５年度版）」の一部改訂

（適用：平成２５年６月１日以降入札公告又は指名通知する工事） （適用：平成２５年４月１日以降入札公告又は指名通知する工事）

改訂後 現行

http://ct.jacic.or.jp/corporation/howto/act_for/pdf/code_ichiran.pdf


